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【評価の概要】 

評価委員会においては、次の２つの評価

を行う。 

(1) 事業年度に係る業務の実績に関す

る評価 

各事業年度において、中期計画の

実施状況を調査・分析し、業務の実績

の全体について総合的な評定を行う

ことにより、以降の業務運営の改善に

資する。 

(2) 中期目標に係る業務の実績に関す

る評価 

中期目標期間終了時において、中

期目標の達成状況を調査・分析し、中

期目標期間における業務の実績の全

体について総合的な評定を行うことに

より、業務の継続の必要性、組織の

在り方その他組織及び業務の全般に

わたる検討並びに次期中期目標の検

討に資する。 

【評価の基本方針】 

①中期目標・中期計画の達成状況等を踏まえ、

法人の事業活動、業務運営等について多面

的な観点から総合的に評価を行い、組織・業

務等について、改善すべき点等を明らかに

し、評価を通じた法人の質的向上に資するこ

と。いわゆる「評価のための評価」に陥らない

ようにすること。 

②中期目標、中期計画について、一層適切なも

のとなるよう見直し、必要に応じて、修正を求

めること。 

③各事業年度の評価は、中期計画の終了時の

評価を念頭に置き行うこと 

④法人を取り巻く環境の変化なども踏まえ、必

要に応じて、中期目標等の期間の中間点等

において総括を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価の方針】 

(1) 評価は年度計画及び中期計画の実施状

況を確認及び分析し，法人の業務，組織，

決算等業務の実績の全体について総合的

に判断して行う。 

(2) 法人が中期目標を達成するために，評価

を通じて法人の業務運営の改善及び効率

化が進められるとともに，質的向上に資する

ことを目的に評価を行うこととする。 

(3) 年度計画及び中期計画を達成するために

業務運営の改善や効率化等の特色ある取

組や様々な工夫を行った場合は積極的に評

価し，単に実績数値にとらわれることのない

ものとする。 

(4) 法人に評価結果の通知を行う際，必要が

あると認めるときには，業務運営の改善そ

の他の勧告をすることができる。 

(5) 年度計画及び中期計画の評価結果内容

や勧告を行った場合にはその内容を市民に

分かりやすく示すこととする。 

(6) 評価の方法については，法人を取り巻く環

境変化などを踏まえ柔軟に対応するため，

必要に応じて見直しを行うこととする。 

 

【基本的な考え方】 

(1) 医療水準の向上や県民の健康の確保な

ど県民への寄与 

高度又は特殊な医療の提供、地域医療

の支援等を行うことにより、県内医療水準

の向上や県民の健康の確保及び増進に寄

与すること。 

(2) 業務運営の効果的かつ効率的な実施 

機構の行う業務（医療の提供等）が、効

果的かつ効率的に実施されていること。 

(3) 公共性及び透明性の確保と自主性の発

揮 

地方独立行政法人制度における基本理

念としての「公共性」（確実に実施されるこ

とが必要な医療を提供すること。）や「透明

性」（ 業務内容の公表を通じ、組織及び運

営の状況を明らかにすること。）が確保され

ていること。 

また、業務運営における「自主性」が十

分発揮されていること。 

(4) 中期目標により指示した方針に沿った業

務運営 

県が指示した「方針書」である中期目標

に沿って、業務が実施されていること。 
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 【評価方法の基本】 

法人の評価は、「項目別評価」と「全体的評価」

により行う。 

(1) 項目別評価について 

中期目標、中期計画に定められた各項目

の達成度を確認すること等により評価を行

う。 

①基本的な評価基準について 

・各項目の評価指標と実績等に基づき４段

階で評価する。なお、各事業年度にかかる

評価についても、上記の基準を準用して評

価を行う。 

②定量的な評価指標と客観的な評価基準の

設定について 

・法人の意見を受けて、できる限り定量的な

評価指標・客観的な評価基準を設定する。

・また、一つの指標のみで適切な評価が困

難な項目については、複数の指標設定や

定性的な評価項目の達成状況を基に評価

する。 

・客観的な評価基準を設定することが困難

な項目については、委員の協議により評価

する。 

・必要に応じて、改善すべき事項や目標設

定の妥当性等を記述する。 

(2) 全体的評価について 

上記(1)の項目別評価の結果を踏まえ、総

合的に評価を行う。 

なお、中期計画の終了時には、必要に応

じて次期中期目標の策定に向けて法人の組

織及び業務のあり方についても必要性等の

観点から評価を行う。 

 

【評価の方法】 

評価は，各事業年度終了時に実施する「年

度評価」と，中期目標期間終了時に実施する

「中期目標期間評価」とし，それぞれ「項目別

評価」と「全体評価」により行うこととする。 

(1) 年度評価 

 中期計画及び年度計画に記載されている

小項目，大項目及び全体について評価を行

う。 

 評価に当たっては，小項目について病院ご

との実績がわかるように工夫し，病院の自己

点検に基づき，法人としての自己評価を行

い，これに基づき評価委員会において確認

及び分析し，項目別評価（小項目及び大項

目）を行い，項目別評価の結果を踏まえつ

つ，中期計画，年度計画の進捗状況全体に

ついて総合的に評価する。 

 年度評価に係る評価の詳細については，

別途実施要領を定めるものとする。 

(2) 中期目標期間評価 

 中期目標に記載されている大項目及び全

体について評価を行う。 

 評価に当たっては，中期目標期間における

中期目標の達成状況について，当該期間中

の年度評価の結果を踏まえつつ，評価委員

会において確認及び分析し，項目別評価（大

項目）を行う。さらに，項目別評価の結果を

踏まえ，当該中期目標期間における業務実

績全体について総合的に評価する。 

 中期目標期間評価係る評価の詳細等につ

いては，別途実施要領を定めるものとする。

 

 

【評価方法】 

評価は，各事業年度に係る業務の実績に

関する「年度評価」及び中期目標に係る業務

の実績に関する「中期目標期間評価」により

行う。 

(1) 年度評価 

ア 年度評価は、機構から提出された各事

業年度に係る業務の実績に関する報告

書を基に、当該事業年度における中期計

画の実施状況の調査及び分析をし、業務

の実績の全体について総合的な評定をし

て行うものとする。 

イ 次年度の計画に反映させるため、年度

途中で暫定評価を行う。 

ウ 評価の詳細については、別途定めるも

のとする。 

(2) 中期目標期間評価 

ア 中期目標期間評価は、機構から提出さ

れた当該中期目標に係る事業報告書を

基に、当該中期目標期間における中期目

標の達成状況を調査及び分析することに

より、中期目標期間中の業務実績全体に

ついて総合的な評定をして行うものとす

る。 

イ 次期中期目標に反映させるため、期間

途中で暫定評価を行う。 

ウ 評価の詳細については別途定めるもの

とする。 
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 【評価結果の活用】 

①評価結果の報告を受けた知事は、次期中期

目標に向けての法人の組織及び業務全般の

あり方等について評価結果を活用する。 

②評価結果の通知を受けた法人は、法人の業

務改善等について評価結果を活用する。 

【評価結果の活用】 

(1) 法人は，評価結果や勧告を受けて，法人

として取り組む事項を明確にし，改善に取り

組むとともに，状況を評価委員会に報告す

る。 

(2) 法人の業務継続の必要性及び組織のあり

方等に関する検討，次期中期目標の策定

及び次期中期計画の策定に関して，評価委

員会が意見を述べる際には，中期目標期

間の各年度の評価結果を踏まえるものとす

る。 

 

 

評

価

の

進

め

方 

【評価の具体的な実施方法】 

①各法人は、毎年６月末までに前年度

の業務実績に関する報告を提出す

る。 

②評価に当たっては、各部会において

法人からヒアリングを実施し、本基準

に基づき評価を行う。 

③各部会において評価を決定した後、

評価結果の各法人及び総務省政策

評価・独立行政法人評価委員会への

通知並びに公表を行う。 

【基本的な評価の進め方】 

年度別（中期目標期間）の評価について【事

業年度の翌年度９月まで】 

①法人は、当該事業年度の「業務実績の報告

書（上記の評価表等を含む）」を翌年度６月末

までに当評価委員会に提出する。 

なお、付属資料として「自己評価についての

説明書」を添付する。 

②評価委員会は提出を受けた報告書等につ

いて法人の意見を聴取し、評価結果を知事

が９月定例府議会に報告できるように評価を

実施する。 

【評価の進め方】 

(1) 事業報告書の提出 

法人は，各事業年度及び中期目標期間

終了後３か月以内に，当該期間における業

務の実績を明らかにした事業報告書を評価

委員会に提出する。各事業年度の事業報

告書においては，年度計画に記載されてい

る小項目について法人が行った自己評価を

あわせて記載する。 

(2) 評価の実施 

評価委員会は，提出された報告書をもと

に，法人からの意見聴取を踏まえて業務の

実施状況を確認及び分析し，総合的な評

価を行う。 

(3) 意見申立て機会の付与 

評価委員会は，評価結果の決定に当た

り，法人に対し評価結果（案）に対する意見

申立ての機会を付与する。 

(4) 評価結果の公表 

評価委員会が法人に評価結果等を通知

した場合には，遅滞なくその通知に係る内

容をホームページ等において公表する。 

【通知】 

評価委員会は、年度評価を行ったとき

は、遅滞なく、機構に対しその評価の結果

を通知する。 

また、必要があるときは、機構に対して

業務運営の改善その他の勧告をすることと

する。 

【報告及び公表】 

評価委員会は、機構に対し年度評価の

結果を通知したときは、遅滞なく、その通知

に係る事項（勧告をした場合は、その通知

に係る事項及びその勧告内容）を知事に報

告するとともに、公表するものとする。 
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 独立行政法人国立病院機構 地方独立行政法人大阪府立病院機構 地方独立行政法人神戸市民病院機構 地方独立行政法人静岡県立病院機構 
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【個別的な評価】 

個別的な評価は、中期計画の個別

項目ごとの進捗状況について測定する

ものとする。 

個別的な評価に当たっては、個々の

業務の実施状況を幅広く把握し、可能

な限り客観的な評価の実施に努めるも

のとする。 

評価は以下の判定基準に基づく５段

階評価とし、原則としてその理由を付

記するものとする。 

判定基準 

「Ｓ」：中期計画を大幅に上回ってい

る。 

「Ａ」：中期計画を上回っている。 

「Ｂ」：中期計画に概ね合致している。 

「Ｃ」：中期計画をやや下回っている。 

「Ｄ」：中期計画を下回っており、大幅

な改善が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目別評価の具体的方法】 

項目別評価は、(1)法人による自己評価、(2)評

価委員会による小項目評価、(3)評価委員会に

よる大項目評価、の手順で行う。 

(1)法人による自己評価 

○法人は、年度計画の小項目（内容によって

は複数の小項目）ごとの進捗状況につい

て、Ⅰ～Ⅴの５段階で自己評価を行ない、

業務実績報告書を作成する。 

○業務実績報告書には、自己評価のほか、

自己評価の判断理由（実施状況等）を記載

する。 

○自己評価の区分は次のとおりとする。 

Ⅴ･･･年度計画を大幅に上回って実施してい

る（特に認める場合） 

Ⅳ･･･年度計画を上回って実施している 

Ⅲ･･･年度計画を順調に実施している 

Ⅱ･･･年度計画を十分に実施できていない 

Ⅰ･･･年度計画を大幅に下回っている 

○業務実績報告書には、特記事項として、特

色ある取り組み、法人運営を円滑にすすめ

るための工夫、今後の課題などを自由に記

載する。 

(2)評価委員会による小項目評価 

○評価委員会において、法人の自己評価及

び目標設定の妥当性などを総合的に検証

し、年度計画の小項目ごとの進捗状況につ

いて、Ⅰ～Ⅴの５段階による評価を行う。 

○評価の区分は、法人の自己評価の区分と

同じとする。 

○評価委員会による評価と法人の自己評価

が異なる場合は、評価委員会が評価の判

断理由等を示す。また、必要に応じて、特

筆すべき点や遅れている点についてコメン

トを付す。 

(3)評価委員会による大項目評価 

○評価委員会において、小項目評価の結

果、特記事項の記載内容などを考慮し、大

項目ごとの進捗状況について、Ｓ・Ａ～Ｄ 

の５段階による評価を行なう。 

○評価の区分は次のとおりとする。 

Ｓ･･･「特筆すべき進捗状況」（特に認める場

合） 

Ａ･･･「計画どおり」（すべての項目がⅢ～Ⅴ）

Ｂ･･･「おおむね計画どおり」（Ⅲ～Ⅴの割合

が９割以上） 

Ｃ･･･「やや遅れている」（Ⅲ～Ⅴの割合が９

割未満） 

Ｄ･･･「重大な改善事項あり」（特に認める場

合） 

○小項目評価の結果を考慮するにあたって

は、小項目ごとに付けられたウェイトを踏ま

えることとする。なお、ウェイトについては、

法人が各項目の重要性を勘案してあらかじ

め設定することとする。 

【項目別評価】 

①項目別評価…法人による小項目自己評価 

法人において，年度計画の小項目ごとの

進捗について実施状況（判断理由）を記載す

るとともに次の５段階で自己評価を行ったう

えで，事業報告書を作成する。法人は，各項

目に市民病院としての役割や年度計画の重

点項目を考慮してウエイトを設定するととも

にその理由を付記することとする。 

なお，事業報告書には，特記事項として，

特色ある取組，法人運営を円滑にするため

の工夫，今後の課題などを自由に記載する

こととし，自己評価は病院ごとの実績がわか

るよう工夫し，病院の自己点検に基づき，法

人としての自己評価を行うものとする。 

５…年度計画を大幅に上回って実施。 

４…年度計画を上回って実施。 

３…年度計画を順調に実施。 

２…年度計画を十分に実施できていない。 

１…年度計画を大幅に下回っている。 

②項目別評価…評価委員会による小項目評

価 

評価委員会において，法人の自己評価及

び目標の達成状況，前年度実績との比較な

ども検証し，年度計画の小項目ごとの進捗

状況について，法人の自己評価と同様に５

～１の５段階による評価を行う。その際，単

に目標値及び前年度数値と当該実績値の比

較だけでなく，計画を達成するために効果的

な取組が行われているかどうかも含め，総合

的に判断することとする。 

法人による自己評価と評価委員会の判断

が異なる場合は，その判断理由等を示す。 

その他，委員会の意見を踏まえ，必要に

応じて，コメントを付す。 

③項目別評価…評価委員会による大項目評

価 

 小項目評価の結果を踏まえて，年度計画

に掲げる「第１～第４」の項目（大項目）ごとに

中期目標・中期計画の達成に向けた業務の

進捗状況について，次の５段階による評価を

行い，考慮した事項及びそのように判断した

理由も記載する。 

Ｓ：中期計画の達成に向けて，計画を大幅

に上回り，特に評価すべき進捗状況にあ

る 

Ａ：中期計画の達成に向けて順調に進んで

いる 

Ｂ：中期計画の達成に向けておおむね順調

に進んでいる 

Ｃ：中期計画の達成のためにはやや遅れて

いる 

Ｄ：中期計画の達成のためには大幅に遅れ

ている又は重大な改善すべき事項がある

 

【項目別実績評価】 

(1) 業務の実績報告 

機構は、業務の実績等を業務実績報告書

により記載し、評価委員会に提出する。 

業務実績報告書は、機構の概要及び当

該事業年度の業務実績を記載することと

し、当該事業年度の業務実績は、対象期

間、業務実績全般及び項目別実績とする。 

①対象期間 

評価の対象となる当該事業年度の期間を

記載する。 

②業務実績全般 

機構及び各病院の業務全般における当

該事業年度の実績について，総括して記

載する。 

③項目別実績 

 中期計画等を実施するための「手段」を明

らかにするとともに，その「手段」を実施す

る具体的な取組を「行動計画」として記載す

る。 

 また，業務の実績に対し，機構は自己評

価を行い，以下の区分及びその説明を記

載する。 

Ａ：計画に対し十分に取り組み，成果も得

られている。 

Ｂ：計画に対し十分に取り組んでいる。 

Ｃ：計画に対する取り組みは十分ではな

い。 

全 

 

体 

 

評 

 

価 

【総合的な評価】 

総合的な評価は、個別的な評価の

結果を踏まえ、国民の視点に立って、

それぞれの法人の社会に対する中長

期的な役割に配慮しつつ、次のような

観点から中期目標の達成度について

評価する。 

①それぞれの法人の設立目的に照らし、

業務により得られた成果が、国民生活

の保障及び向上並びに経済の発展に

どの程度寄与するものであったか。 

②法人が、効率性、有効性等の観点か

ら、適正に業務を実施したかどうか。 

 

全体評価の具体的方法 

○評価委員会において、項目別評価の結果

を踏まえ、年度計画及び中期計画の全体

的な進捗状況について、記述式による評価

を行う。 

○全体評価においては、法人化を契機とした

病院改革の取り組み（法人運営における自

律性・機動性の発揮、財務内容の改善、病

院運営の透明性の向上、５病院の連携な

ど）を積極的に評価することとする。 

【全体評価】 

項目別評価の結果を踏まえ，年度計画及び

中期計画の全体的な進捗状況について，記述

式による評価を行う。 

全体評価においては，法人化を契機とした病

院改革の取組(法人運営における自律性・機

動性の発揮，財務内容の改善など)を積極的

に評価することとする。 

その際全体評価にあたり，項目別の結果と

ともに，主な取組や特色ある取組及び特に優

れている点など特筆すべき取組について記載

することとする。 

また，評価の中で改善すべき事項について

は委員会の意見として報告書に記載するとと

もに，特に重大な改善事項については勧告を

行うこととする。 

【法第２８条に基づく年度評価】 

業務実績報告書を基に，当該事業年度に

おける中期計画の実施状況の調査及び分

析をし，業務の実績の全体について，総合的

な評定をして行う。 

 

そ 

 

の 

 

他 

   【暫定評価】 

 次事業年度の機構の業務運営に反映させ

るため，年度途中で暫定評価を行う。 

 上記実績報告書に準じた報告書に基づき，

評価を行う。 

 

【その他】 

本実施要領は、必要に応じて、見直すも

のとする。 


